
子どもの
権利条約
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「�ども」と

は、18�になっ

ていないすべて

の�のことで

す。
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�どもは、国、

性別、��、�

�、�⾒、�が

いなどによって

�別されませ

ん。

�どもに��あ

ることをする時

には、「�ども

にもっともよい

こと」を�えな

ければなりませ

ん。

国は�どものた

めに�律をつく

り、他の国の

�々とできるか

ぎり協⼒して、

�どもの�利を

�ります。

�（またはほご

しゃ）は�ども

の�やからだの

成�に�わせ

て、�え、指�

することを⼤切

にします。

すべての�ども

は⽣きる�利、

�つ�利を持っ

ています。

うまれたら��

され、�前と国

籍（こくせき）

を持ちます。

⾃�に��のあ

ることについて

⾃由に⾃�の�

⾒を�す�利を

もっています。

⾃�の成�に�立

つ�くの情�を⼿

に�れることがで

きます。国は�ど

もにとって良い情

�が�がるように

します。

�前、国籍（こ

くせき）、��

の��がうばわ

れないように�

られます。

�したり、書いた

り、��したり、

えがいたり、作っ

たり、⾃�で�ん

だ��で⾃由に�

現することができ

ます。

�どもを�てる

責任（せきに

ん）は�にあ

り、国はその⼿

助けをします。

�と�き離（は

な）されない�

利があります。

国は、思想、良

�、��につい

て�どもが⾃由

に�ぶことを⼤

切にします。

�（またはほご

しゃ）が�ども

の�や体を傷つ

けたり、�てな

いでいるときに

は、国が�ども

を�ります。

離（はな）ればな

れになった��が

もう⼀度�うと

き、国はその��

ができるだけ早く

��国できるよう

にします。

国は�どもが⾃

由に�まる�利

があることを�

めます。

��といること

がその�どもに

とってよくない

時は、国から�

ってもらえま

す。

国は�どもがむり

やり国の�へ�れ

�されたり、⾃�

の国に�れなくな

ったりすることが

ないようにしま

す。

�どもは、��、

��、電�や⼿�

などのプライバシ

ーが�られます。

また、�（ほこ）

りを傷つけられな

い�利をもってい

ます。

「子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）」は、世界中のすべての子どもたち
がもっている“権利”について定めた条約です。1989年に国連で採択（さいたく）され
ました。世界196の国と地域がこの条約を締約（ていやく）しています。前文と第
1～３部で構成（こうせい）され、権利の内容は以下（いか）第1部の40条（じょう）
で定められています。

みんなで知ろう！

けんりじょうやく
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�どもを��（よ

うし）にする時

は、しっかり�べ

て、�どもにとっ

て、もっともよい

ことを�えてしま

す。
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��（なんみ

ん）の�どもは

�別に�られ、

助けを受けるこ

とができます。

�や体に�がいを

持つ�どもは、�

（ほこ）りを傷つ

けられることな

く、⾃立や���

�（さんか）する

ことが�められま

す。

�どもはいつで

も��でいられ

るように�気や

けがをした時に

ちりょうを受け

られます。

��や、しせつに

�っている�ども

は、その�いがそ

の�どもに�った

あつかいを受けら

れているか�期的

に��されます。

⽣活していくた

めの⼗�なお金

がない時には国

から�援（しえ

ん）を受けられ

ます。

�と体が�やかに

成�できるように

�べ物や�るも

の、�むところな

ど、�として⽣活

するための��

（すいじゅん）が

�られます。

国は、�どもがむ

りやり働かされた

り、仕事のために

��を受けられな

くなったりするこ

と、成�によくな

い仕事などから�

どもを�ります。

どんな�どもに�

しても、ごうもん

や�間的ではない

�いをしてはなり

ません。また、�

刑にしたり、�ぬ

まで刑��に�れ

たりすることは�

されません。

すべての�ども

に��を受ける

�利があり、国

は�どもが⼩�

�に⾏けるよう

にしなければな

りません。

国は、�どもが�薬

（まやく）や覚せい

�などを使うことか

ら�ります。⽣�や

売り買いに�どもを

使ったりすることが

ないように�律をつ

くり、��もしま

す。

国は、15歳になっ

ていない�どもが

�⼠として使われ

ることがないよう

にします。また、

戦�に�き�まれ

た�どもは�別に

�ります。

��は、その�

どもの性�や�

⼒、�や体の⼒

を�ばすことを

⽬的としていま

す。

国は、�どもが

性的に働かされ

たり、�やから

だを傷つけられ

ることがないよ

うに�らなけれ

ばなりません。

国は、��をしな

いで、ほうってお

かれたり、ごうも

んや戦�、ぎゃく

たいにより�や体

が傷付けられるこ

となどから回復し

��に�れるよう

にします。

����の�ども

や、もともとその

⼟地に�んでいる

�びとの�どもは

その��の��や

��、�葉をもつ

�利があります。

国は、�どもが

ゆうかいされた

り、売り買いさ

れたりすること

のないように�

らなければなり

ません。

�をおかしたとさ

れた�どもはほか

の�の��の⼤切

さを�び、��に

もどった時に⾃�

の��を果たせる

ようになることを

�え�われる�利

をもっています。

�どもは、休ん

だり、年れいに

�った�びをし

たり、����

活動に��する

�利をもってい

ます 。

国は、どんなかた

ちでも、さくしゅ

（�せをうばって

だれかが得するた

めに利⽤するこ

と）からも�ども

を�ります。
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「子どもの売買、買春及び児童ポルノに関する議定書」2002年発効
子どもをう

「子どもの売買（ばいばい）、買春（かいしゅん）及び児童（じどう）ポルノに関する議定書（ぎていしょ）」国は、子
どもが売られたり、買われたり、性的な目的でお金と引きかえにされたりしないよう守らなければなりません。

「子どもの売買、買春及び児童ポルノに関する議定書（ぎていしょ）」国は、子どもが売られたり、買われ
たり、性的な目的でお金と引きかえにされたりしないよう守らなければなりません。

「武力紛争（ぶりょくふんそう）への子どもの関与（かんよ）に関する議定書」国は、法律にもとづいた戦争だけではな
く暴力（ぼうりょく）によって相手をうちたおすことが子どもにあたえる影響（えいきょう）が大きいことを考え、子ど
もをねらうことや学校や病院など子どもがたくさんいる場所などを直接こうげきすることを非難（ひなん）します。

「通報（つうほう）手続きに関する選択議定書（せんたくぎていしょ）」国は、子どもが自分の権利をおかされた時に救
（すく）い助けてもらうことができる仕組みをつくらなければならない。


